
�愛媛県告示第２０９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、朝倉村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・長田上池地区）の

施行に平成１５年１０月２７日同意した。

平成１５年１１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、上浦町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・長田上池地区）の

施行に平成１５年１０月２７日同意した。

平成１５年１１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２１０１号
愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成１５年１１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１３条第７項中「債権譲渡」の下に「及び工事に係る請負

代金債権の譲渡を活用した融資を受けるために愛媛県建設業

協同組合連合会に対して行う債権譲渡」を加える。

�������
�愛媛県告示第２１０２号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、今治地方局建設部及び今治市役所において告示の日から起

算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１１月１１日

波止浜港港湾管理者 愛媛県

代表者 知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 市長 繁信順一

今治市東門町六丁目２番１２号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

愛媛県今治市小浦町一丁目４０８番１１から同市波止浜

赤崎１番１までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から６点を順次直線で結んだ線並びに６点

と１点を結ぶ平成１４年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．

４７メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（国土地理院「小浦」三等三角点、愛媛県今治

市大字大浜字大谷戊１１０番地）は、北緯３４度０６分４７．

１３９７秒、東経１３２度５８分３４．０１４１秒の地点

１点は、基点から真北２２３度３３分５９秒７４８．４５メート

ルの地点

２点は、１点から真北４４度２１分３８秒１２７．２２メートル

の地点

３点は、２点から真北２９０度３１分０３秒０．４９メートル

の地点

４点は、３点から真北２０度３１分０３秒３．８０メートルの

地点

５点は、４点から真北１１０度３１分０３秒１．３５メートル

の地点

６点は、５点から真北２０度３１分０３秒４８．０４メートル

の地点

ウ 面積

８，６６７．８０平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

愛媛県今治市小浦町一丁目４０８番１１、４０８番８、３

４３番３、３４３番１、３４３番２、３４４番１、３４４番２、

同市高部字旭方乙１番１７、乙１番３９、乙１番２２及び同

市波止浜赤崎１番１の地内並びに同地先公有水面

イ 区域

次のＡ点からＫ点までを順次直線で結んだ線及びＫ

点とＡ点とを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「小浦」三等三角点、愛媛県今治

市大字大浜字大谷戊１１０番地）は、北緯３４度０６分４７．
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１３９７秒、東経１３２度５８分３４．０１４１秒の地点

Ａ点は、基点から真北２２３度４７分１１秒７６３．３２メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北４度４０分４９秒７４．９７メートル

の地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北４４度２１分３８秒２９．８２メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２０度３１分０３秒１２０．９２メートル

の地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北８７度５２分３５秒５８．０３メートル

の地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１７７度５２分３５秒５５．６３メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北８５度００分２０秒５１．３４メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１７４度４６分５６秒３８．２０メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北２２７度４４分３４秒４７．１２メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２０２度１５分３０秒８２．７１メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北２２７度０３分０２秒３４．９３メート

ルの地点

ウ 面積

２４，６７６．９８平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地

４ 出願年月日

平成１５年１０月３１日

�愛媛県告示第２１０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１０５号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）附則第４条第２項の規定によりなおその効力を有することとされる旧

過疎地域活性化特別措置法（平成２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、愛媛県において実施中の基幹道路の改築工事

を次のとおり完了する。

平成１５年１１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 横浜生名港線
越智郡生名村１２７６番２から

同村１８７８番２地先まで

旧 ６．４～３６．０ ０．５８９

新 １０．５～４１．２ ０．５８９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 横浜生名港線
越智郡生名村１２７６番２から

同村１８７８番２地先まで
平成１５年１１月１１日

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 完了年月日

城 川 町 町 道 古市土居線
東宇和郡城川町大字土居２３８５番２から

同大字１４５４番１地先まで
改 築 平成１５年１１月１１日
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雑 報

�公 告

理容師国家試験及び美容師国家試験に関する公示

理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第３条第１項及び美容

師法（昭和３２年法律第１６３号）第４条第１項の規定に基づき

、第９回理容師国家試験及び美容師国家試験を次のとおり実

施する。

平成１５年１１月１１日

財団法人理容師美容師試験研修センター

理事長 金田 一郎

１ 試験期日

� 理容師実技試験 平成１６年１月２６日（月）

� 美容師実技試験 平成１６年２月２日（月）または、２

月２日（月）から２月３日（火）（受験申込人数により

受験日が二日間に及ぶことがある。）

� 理容師筆記試験、美容師筆記試験 平成１６年３月７日

（日）

２ 試験地

松山市

３ 試験会場

� 理容師実技試験

松山市小栗六丁目１番２６号

学校法人愛媛県理容美容専門学校

� 美容師実技試験

松山市小栗六丁目１番２６号

学校法人愛媛県理容美容専門学校

� 筆記試験

松山市桑原三丁目２番１号

松山東雲女子大学 松山東雲短期大学

４ 試験事項

� 実技試験

ア 理容師実技試験

� 理容の基礎的技術

ａ カッティング

ミディアム分髪スタイルとする。

ｂ シェービング

ネック・シェービング、フェイス・シェービン

グ及び顔面処理を含む。

ｃ 整髪

分髪線のある基本整髪とする。

� 理容を行う場合の衛生上の取扱

イ 美容師実技試験

� 美容の基礎的技術

ａ 第１課題 ローラー・カール・セッティング

� すべてローラーで巻くこと。

� フロントはノーパートとし、左右はシンメト

リーに巻くこと。

ｂ 第２課題 カッティング

グラデーション・ボブ・スタイルとする。

� 美容を行う場合の衛生上の取扱

ウ 実技課題の設定条件（試験時間、技術の条件、モデ

ル・ウイッグの条件、器具・用具の条件）及び受験生

の留意事項、持参用具等については、別途配布する「

受験の手引」を参照すること。

� 筆記試験

試験課目

ア 関係法規・制度

イ 衛生管理

� 公衆衛生・環境衛生

� 感染症

� 衛生管理技術

ウ 理容保健又は美容保健

� 人体の構造及び機能

� 皮膚科学

エ 理容の物理・化学又は美容の物理・化学

オ 理容理論又は美容理論

５ 試験の免除

� 理容師国家試験

第８回筆記試験又は実技試験に合格した者については

、理容師法施行規則第１３条の規定に基づき、その申請に

より、第９回筆記試験又は実技試験は、その合格した試

験が免除される。

� 美容師国家試験

第８回筆記試験又は実技試験に合格した者については

、美容師法施行規則第１３条の規定に基づき、その申請に

より、第９回筆記試験又は実技試験は、その合格した試

験が免除される。

６ 受験資格

� 理容師国家試験

ア 理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第３条第３項に

定める者

イ 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成

７年法律第１０９号）附則第３条に定める者

ウ 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成

７年法律第１０９号）附則第５条第１項に定める者

� 美容師国家試験

ア 美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第４条第３項に

定める者

イ 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成

７年法律第１０９号）附則第３条に定める者

ウ 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成

７年法律第１０９号）附則第５条第１項に定める者

７ 受験の手続

試験を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出する

こと。

� すべての受験者が提出する書類等

ア 受験願書

イ 写真（提出の日前６か月以内に撮影した上半身、正

面、脱帽の縦５センチメートル、横４センチメートル

のものに、裏面に撮影年月日及び氏名を記入すること

。）

ウ 受験手数料払込金受領証（受験願書裏面の所定の箇

所へ貼り付けること。）

エ 受験票（表面に氏名、現住所、受験地を記入したも

愛 媛 県 報平成１５年１１月１１日 第１５０８号
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オ 氏名を変更した者は戸籍抄本

� ６の�のア、ウ又は６の�のア、ウに該当する者が提
出する書類

次のいずれかの書類を提出すること。

ア 厚生労働大臣の指定した理容師養成施設、美容師養

成施設の卒業証明書、又は卒業見込証明書

なお、卒業見込証明書を提出した者にあっては、平

成１６年３月１７日（水）までに卒業証明書を提出するこ

と。期日までに提出がない場合は、受験資格を満たさ

なかった者として、当該試験は無効とする。

イ 第８回理容師国家試験結果通知書、美容師国家試験

結果通知書

� ６の�のイ又は６の�のイに該当する者が提出する書
類

ア 厚生労働大臣の指定した理容師養成施設、美容師養

成施設の卒業証明書、又は第８回理容師国家試験結果

通知書、美容師国家試験結果通知書

イ 理容所・美容所の開設者の実地習練証明書、又は第

８回理容師国家試験結果通知書、美容師国家試験結果

通知書

� 試験の免除を受ける者が提出する書類

第８回理容師国家試験、美容師国家試験の筆記試験合

格証明書又は実技試験合格証明書

８ 受験に関する書類の提出期間及び提出先

� 提出期間

平成１５年１２月１５日（月）から平成１５年１２月１９日（金）

までの午前１０時から午後４時まで

� 提出先

〒７９０―００６５ 松山市宮西一丁目５番１１号

愛媛県宮西ビル３階

財団法人理容師美容師試験研修センター愛媛県支部

� 提出方法

受験に関する書類は原則として持参するものとする。

ただし、郵送する場合は「理容師国家試験受験願書」

又は「美容師国家試験受験願書」と書いて、書留郵便で

送付すること。

この場合、平成１５年１２月１９日（金）までの消印のある

ものに限り受け付ける。

� 受験に関する書類は、受付後は返却しない。

� 受験に関する書類の受付後は、受験希望地の変更は認

めない。

� 受験に関する書類の提出後に、氏名又は現住所に変更

を生じたときは、受験に関する書類を提出した財団法人

理容師美容師試験研修センター愛媛県支部へ直接申し出

ること。

９ 受験手数料

実技試験を受験する場合の受験手数料１３，０００円、筆記試

験を受験する場合の受験手数料１１，０００円は、原則として銀

行振込又は郵便振替（財団法人理容師美容師試験研修セン

ター所定の払込用紙を用いる場合に限る。）により納付す

ること。

この場合において、銀行振込等に要する手数料は受験者

の負担とする。

１０ 受験票の交付

� 受験に関する書類を持参した場合は、書類の受付の際

に交付する。

� 受験に関する書類を郵送した場合は、財団法人理容師

美容師試験研修センター愛媛県支部から受験者あてに受

験票に記載された住所へ直接送付する。

１１ 合格者の発表

試験に合格した者の発表は平成１６年３月３１日（水）午前

９時に厚生労働省及び財団法人理容師美容師試験研修セン

ター愛媛県支部にその氏名及び受験番号を掲示して発表す

る。また合格した者には合格証書を同時に送付するほか、

受験した者に試験結果通知書を送付する。

１２ 受験の手引等の配布

� 受験の手引、願書用紙、写真台紙及び払込用紙等を請

求しようとする者は、財団法人理容師美容師試験研修セ

ンター愛媛県支部まで申し出ること。

配布の期間は平成１５年１１月１０日（月）午前９時から平

成１５年１２月１２日（金）午後５時までとする。ただし、こ

の期間の土曜日、日曜日及び祭日は除く。

なお、郵送を希望する者は、住所、氏名及び郵便番号

を記載した返信用封筒（封筒の大きさは角型２号、縦３

３２ミリメートル、横２４０ミリメートル）に２００円の郵便

切手を貼り付けたものと希望する手引きの種類を添えて

上記支部まで申し出ること。

配布の期間に限り受け付ける。

� その他の受験に関する書類の常置場所

松山市宮西一丁目５番１１号

愛媛県宮西ビル３階

愛媛県理容生活衛生同業組合

松山市宮西一丁目５番１１号

愛媛県宮西ビル３階

愛媛県美容業生活衛生同業組合

新居浜市若水町二丁目３番４４号

社団法人東予理容美容専門学校

松山市小栗六丁目１番２６号

愛媛県理容美容専門学校

松山市馬木町１２番地
ろう

愛媛県立松山聾学校

宇和島市妙典寺前乙５７６番地

社団法人宇和島美容学校

１３ その他詳細についての問い合わせ先

〒７９０―００６５ 松山市宮西一丁目５番１１号

愛媛県宮西ビル３階

財団法人理容師美容師試験研修センター愛媛県支部

電話 （０８９）９２４―０８０４
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